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1-1 位置図（H30 点検） 



1-2 位置図（R1 点検） 



2-1 林道橋一覧表（H30 点検） 



2-2 林道橋一覧表（R1 点検） 



3.定期点検 

3.1 点検方法 

「林道施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライン」及び「林道施設長寿命化対策マニュアル」に

基づき、近接目視点検及び損傷の評価を行い、点検調書を作成した。

  3.1.1 定期点検 

(1)定期点検の項目 

定期点検では、対象橋梁毎に必要な情報が得られるよう、点検する部位、部材に応じて、適切な項

目を選定して点検を実施する。 

「林道施設長寿命化対策マニュアル」P13

「浜松市橋梁点検要領」付 3-13



(2)損傷の種類  

定期点検では損傷の種類に応じて損傷区分を行う。

 ※本業務の対象橋梁はすべて予防保全型点検で実施している。 

                     「林道施設長寿命化対策マニュアル」P17 

(3)損傷程度の評価 

  損傷の評価については、林道施設長寿命化対策マニュアル 付録-1.1「損傷評価基準」（予防保全型

点検）に基づいて、部材毎、損傷の種類毎に評価する。 

「林道施設長寿命化対策マニュアル」P18



「林道施設長寿命化対策マニュアル」P19

(4)対策区分の判定

定期点検では、橋梁の損傷状況を把握したうえで、構造上の部材区分あるいは部位毎、損傷種類毎

の対策区分について、付録-2「対策区分判定要領」を参考にしながら、次の判定区分による判定を行う。

「林道施設長寿命化対策マニュアル」P20、P21



3.1.2 健全性の診断 

(1)部材単位の健全性の診断

「林道施設長寿命化対策マニュアル」P22 

(2)林道橋毎の健全性の診断

「林道施設長寿命化対策マニュアル」P23



3.2-1 点検結果一覧表（H30 点検） 

本業務にて予防保全型点検を実施した橋梁 80 橋の点検結果概要を以下に示す。

健全度Ⅱ リスクマネジメントの観点での健全性評価 

区分 状態 橋梁数 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 38 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態 
34 

Ⅲ 早期措置段階 

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期措置

を講ずべき状態 

No. 7 太田線 大村橋 

No.15 瀬尻線 大沢橋 

No.16 大沢線 尾曲橋 

No.18 尾曲線 釜沢橋 

No.19 佐久間線 大安戸橋 

No.27 西渡線 芋洗橋 

No.31 西渡線 大沢橋 

No.75 白倉山線 無名橋 

8 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急措置を講ずべき状態 
0 

3.2-2 点検結果一覧表（R1 点検） 

本業務にて予防保全型点検及び一般管理型点検を実施した橋梁 116 橋の点検結果概要を以下に示す。

健全度Ⅱ リスクマネジメントの観点での健全性評価 

区分 状態 橋梁数 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 
予防保全型：11 

一般管理型：53 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態 

予防保全型：19 

一般管理型：28 

Ⅲ 早期措置段階 

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期措置

を講ずべき状態 

No.11 春埜山線 奥沢橋 

No.40 戸中山線 湯場二号橋 

No.43 不動川線 奥不動橋 

No.45 太田線 無名橋 

No.67 地八線 無名橋 

予防保全型：1 

一般管理型：4 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急措置を講ずべき状態 
0 



林道隧道長寿命化計画

1.位置図 2.対象隧道一覧表 

天竜川線大津隧道は平成２７年度補修工事を行ったため次回点検とする。 



3.点検結果 

3.1 点検結果 

本業務にて点検を実施した隧道 2本の点検結果概要を以下に示す。 

健全性の判定区分及び措置の関係を下表に示す。 

平成 25年度の林道橋等点検診断業務では健全度のランクが大津第二隧道は「4」、無名隧道は「3」で
あったが、今回の定期点検業務においては両隧道共に判定区分は「Ⅱ」であった。これは、判定手法が
変わった為であり、両隧道共に損傷は進行状態である事に変わりなく、定期的な対策を行うことが望ま
しいと考えられる。今後、空洞の位置・覆工コンクリート厚さ等の詳細な調査を行うことが望ましい。 

地　区 水　窪 路 線 名 天竜川線 延　　長 75.0ｍ 幅　　員 4.6ｍ 建設年次 1973年

 ■ 大津第二隧道

対策が必要な損傷

　　早期に対策を講じる必要がある損傷は見られなかったものの、全体的に劣化が進行していた。
　今後、予防保全の観点から、対策を行うことが望ましい。
　　平成13年度の調査結果にて、矢板工法の当トンネルは覆工背面の空洞により、地震時等に上
　部の岩塊が落下し、場合によっては突発性崩壊が発生することが考えられるため定期的な観測を
　行うことが望ましい。

スパン判定 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

S001 S002 S003 S004 S005 S006 S007 S008 S009 S010 S011 S012 S013

地　区 水　窪 路 線 名 灰の沢線 延　　長 44.5ｍ 幅　　員 3.0ｍ 建設年次 1979年

対策が必要な損傷

　　早期に対策を講じる必要がある損傷は見られなかった。スパン4～6については、吹付け
　コンクリート未施工(露岩)であり、岩塊の落下の危険性のある箇所があった。
　　覆工背面に空洞があり、覆工コンクリートの厚さが薄い箇所があるため、地震時等に上
　部の岩塊が落下し、場合によっては突発性崩壊が発生することが考えられるため定期的な
　対策を行うことが望ましい。

 ■ 無名隧道

露岩

S001 S002 S003 S004 S005 S006 S007 S008

スパン判定 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

2100×400

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分

定義

Ⅰ 健全 利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必要としない状態。

Ⅱ 予防保全段階 将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、監視、又は予防保全の観点から対策を必要とする状態。

Ⅲ 早期措置段階 早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、早期に対策を講じる必要がある状態。

Ⅳ 緊急措置段階 利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、緊急に対策を講じる必要がある状態。

区分

損傷青…補修済
損傷黒…現状維持

損傷凡例

損傷赤…新規損傷・損傷進行


